
 
令 和 ３ 年 ６ 月 2 4 日 

水 管 理 ･国 土 保 全 局 

水資源部 水資源計画課 
 

筑後川水系における水資源開発基本計画の一部変更（案）について 

国土審議会水資源開発分科会で審議します（書面開催） 

※水資源の総合的な開発及び利用の合理化の基本となる計画で、水資源開発促進法に基づき全国で６計画（利根川水系及び荒川水系、豊
川水系、木曽川水系、淀川水系、吉野川水系、筑後川水系）が定められています。 

 

筑後川水系は、昭和39年10月に水資源開発水系に指定され、昭和41年２月に水資源開発基本計画

（１次計画）を決定しており、その後、３回の全部変更を経て、現行計画は平成17年４月に決定さ

れた４次計画となっています。今回は、一部変更（案）についてご審議頂きます。 

 

1. 日 時： 令和３年６月28日（月） 

2. 委 員： 別紙のとおり  

3. 議 題： 「筑後川水系における水資源開発基本計画」の一部変更（案）について 

4. その他： 

・本会議は、書面形式で実施します。 

・会議の資料及び議事概要は後日、以下の国土交通省ホームページに掲載します。 

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s102_mizushigen01.html 

 

国土交通省は、６月28日(月)に第22回国土審議会水資源開発分科会を書面開催します。今回

は、筑後川水系における水資源開発基本計画※の一部変更（案）についてご審議頂きます。 

＜問い合わせ先＞ 

水管理・国土保全局 水資源部 水資源計画課 

  企画専門官 中村（内線31203）、 課長補佐 尾畑（内線31224） 

TEL：03-5253-8111(代表)、03-5253-8387(夜間直通) FAX：03-5253-1582 


